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条    例 

那覇市旅館業法施行条例の一部を改正する条例（生活衛生課） 

那覇市条例第44号  

平成30年４月20日  

公   布   済  

 

 

那覇市旅館業法施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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告    示 

 

平成 30 年（2018 年）４月那覇市議会臨時会の招集について（総務課） 

那覇市告示第 71 号  

平成 30 年４月 16 日  

掲 示 済  

 

 

平成 30年（2018年）４月那覇市議会臨時会の招集について 

 

 

平成 30年（2018年）４月那覇市議会臨時会を次のように招集する。 

 

 

                 那覇市長 城 間 幹 子  
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１ 招 集 の 日   平成 30年４月 23日（月） 

 

２ 招 集 の 場 所   那覇市議会議場 

 

３ 付 議 事 件 名 

 （１） 平成 30年度那覇市一般会計補正予算（第１号） 

（２） 専決処分の承認を求めることについて(那覇市税条例の一部を改正する 

条例制定) 

 （３） 専決処分の承認を求めることについて（那覇市国民健康保険税条例の一 

部を改正する条例制定） 

（４） 訴えの提起について 

 （５） 議決内容の一部変更について 

（６） 専決処分の報告について（譲渡対象犬の咬傷事故） 

（７） 専決処分の報告について（那覇市地域活動支援センターの設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定） 

 

平成 30 年（2018 年）４月那覇市議会臨時会に付議する事件の追加告

示について（総務課） 

那覇市告示第 74 号  

平成 30 年４月 20 日  

掲 示 済  
 

 

平成 30年（2018年）４月那覇市議会臨時会に付議する事件の追加告示につ

いて 

 

 

平成 30年（2018年）４月那覇市議会臨時会の付議事件に次の事件を追加する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

付 議 事 件 名 

 

委員会への付託陳情 

 （１）10.10空襲で戦災にあった那覇へ義援金を送った方へのお礼について 

 

  議員派遣について 
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市道路線の区域変更及び供用開始に関する告示（道路管理課） 

那覇市告示第 75 号  

平成 30 年４月 20 日  

掲 示 済  

 

 

市道路線の区域変更及び供用開始に関する告示 

 

 

道路法（昭和 27年法第 180号）第 18条の規定に基づき、本告示の日をもって市

道路線を次のように区域変更及び供用開始する。 

その関係図面は、告示の日から２週間、那覇市建設管理部道路管理課において、

一般の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１．区域変更する路線 

 

整理 

番号 

 

路   線   名 

 

区       間 

 

延 長 

(m) 

幅 員 

(m) 

 

備 考 

 

619 牧志29号 

 

 
牧志３丁目288番～ 

牧志３丁目113番１ 
162.3 

 

２.５ 

～ 

６.０ 

区域追加 

 

 

 

 

２．供用開始する路線 

 

整理 

番号 

 

路   線   名 

 

区       間 

 

延 長 

(m) 

幅 員 

(m) 

 

備 考 

 

 

603 

 

 

牧志13号 

 

安里１丁目512～ 

牧志２丁目640番13 

 

450.7 

 

５.１ 

～ 

30.6 

 

一部区間 
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平成 30 年（2018 年）５月那覇市議会臨時会の招集について（総務課） 

那覇市告示第 76 号  

平成 30 年４月 23 日  

掲 示 済  

 

 

平成 30年（2018年）５月那覇市議会臨時会の招集について 

 

 

平成 30年（2018年）５月那覇市議会臨時会を次のように招集する。 

 

 

                 那覇市長 城 間 幹 子  

 

１ 招 集 の 日   平成 30年５月２日（水） 

 

２ 招 集 の 場 所   那覇市議会議場 

 

３ 付 議 事 件 名 

 （１） 那覇市国際親善名誉市民の選定の同意を求めることについて 

 （２） 那覇市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例制定について 

（３） 専決処分の報告について（那覇市旅館業法施行条例の一部を改正する条

例制定） 

 

 

那覇市国際親善名誉市民の顕彰について（秘書広報課） 

那覇市告示第 100 号  

平成 30 年５月 15 日  

 

 

那覇市国際親善名誉市民の顕彰について 

 

 

那覇市名誉市民条例第８条に基づき、次の者を那覇市国際親善名誉市民として顕

彰したので、ここに同条例４条の規定により公示する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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登録番号 14号 

氏 名  ペドロ ルイス デ フレイタス ゴウヴェア ジューニオル 

生 年 月 日  1965年 12月 14日生 

現 住 所    ブラジル連邦共和国 サンパウロ州サンビセンテ市 

事 績  サンビセンテ市長として那覇、サンビセンテ両市の友好親 

善促進に尽力した。 

 

平成 30 年度那覇市一般会計補正予算(第１号)（財政課） 

那覇市告示第 101 号  

平成 30 年５月 15 日  

 

 

平成30年(2018年)４月那覇市議会臨時会で議決された平成30年度那覇市一般会計

補正予算(第１号)の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

平成 30年度那覇市一般会計補正予算(第１号) 

 

平成 30年度那覇市の一般会計の補正予算(第１号)は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 32,648千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 147,603,648千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

 

歳 入                           （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

18 繰入金 
 4,316,935 32,648 4,349,583 

２ 基金繰入金 4,315,708 32,648 4,348,356 

歳 入 合 計 147,571,000 32,648 147,603,648 

 

歳 出                            （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

２ 総務費 
 11,529,360 32,648 11,562,008 

２ 徴税費 1,082,522 32,648 1,115,170 

歳 出 合 計 147,571,000 32,648 147,603,648 
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指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）の指定について（障が

い福祉課） 

那覇市告示第 102 号  

平成 30 年５月 15 日  

 

 

指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）の指定について 

 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第

123号）第59条第１項の規定に基づき平成 30年５月１日付け次のように指定した。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

医療機関 

名称及び所在地 
開設者名称 自立支援医療の種類 

はるはな薬局 

那覇市字安里 395番地２ 

株式会社 あいわ 

代表取締役 奥平 麻寿美 
育成医療・更生医療 

 

 

 

公    告 

保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について（市民生活安全

課） 

那覇市公告第 49 号  

平成 30 年５月１日  

掲 示 済  

 

 

保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第９条第４項及び那覇市個人情報保護条例施行規則第８

条の２第２項で準用する同規則第２条第２項の規定に基づき、保有個人情報目的外

利用・提供届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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所有者等の確知できない違反建築物に対する措置命令について（建築

指導課） 

那覇市公告第 68 号  

平成 30 年５月 15 日  

 

 

所有者等の確知できない違反建築物に対する措置命令について 

 

 

次の建築物は建築基準法（昭和 25 年５月 24 日法律第 201 号）第 20 条第１項の

規定に違反しているので、当該建築物の所有者（建築主、管理者等）は、平成 30

年６月１日までに当該建築物を除却してください。 

なお、当該期限までに所有者（建築主、管理者等）が除却しないときは、同法第

９条第 11項の規定により、市長又は市長が命じた者若しくは委任した者において除

却します。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

（物件の表示） 

 

１ 対象建築物の位置   （住居表示）那覇市壺川１丁目 21番２ 

（地名地番）那覇市壺川１丁目 581番 22 

２ 対象建築物の用途    住宅 

３ 対象建築物の構造    コンクリートブロック造（一部鉄骨） 

４ 対象建築物の規模    平屋建て 延べ面積約 18㎡ 
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上下水道局告示 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

那覇市上下水道局告示第４号  

平 成 3 0 年 ４ 月 2 6 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第 10条の規定に基づき、次のとおり異動があ 

るので告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  兼次  俊正  

 

 

      指定（登録）番号  第 458 号 

      指定工事店名    有限会社与儀工業 

      営業所所在地    沖縄県豊見城市字饒波 107番地２ 

代表者氏名     与儀 弘玄 

有効期間      自 平成30年４月１日 

                至 平成35年３月31日 

      異動年月日     平成 30年４月 23日 

      異動事由      営業所所在地の変更 
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